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【生活困窮者を支える包摂型社会】 

 生活保護受給者が増大する中で、政府は「生

活保護法」の改悪と「生活困窮者自立支援法」を、

今国会で成立させようとしています。「生活保護法」で

は、これまでの水際作戦による追い出しが合法化され、

生活困窮者の生存権が奪われようとしています。 

また「生活困窮者自立支援法」では、「自立＝就労」

という狭い範囲でしか自立が捉えられておらず、多くの

生活困窮者が社会保障から排除されるおそれがありま

す。また、「中間的就労」の名の下で、労働基準法を無

視した就労が合法化され、広がる可能性があります。 

こうした状況の中で、あらゆる人々を排除しない「包

摂型社会」を創る取り組みも 

行われています。 こうした 

取り組みの紹介と、「生活困 

窮者自立支援法」の問題点に 

ついて報告して頂きます。 

だれでも参加できます 

【働くものと県民のための静岡県労働研究所】【働くものと県民のための静岡県労働研究所】【働くものと県民のための静岡県労働研究所】【働くものと県民のための静岡県労働研究所】    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                        
     

12 月20 日（金）  １８：30～20：30 

これからの企画 

◆◆◆◆第第第第 91919191 回定例研究会回定例研究会回定例研究会回定例研究会    

・日時…1 月 17 日（金） 

18:30～ 

・会場…県評会議室 

◆◆◆◆第第第第 56565656 回理事会回理事会回理事会回理事会    

・日時…1 月 29 日（水） 

18:30～ 

・会場…県評会議室 

会場：会場：会場：会場：静岡県評会議室静岡県評会議室静岡県評会議室静岡県評会議室    

 


